
第１号様式（第３条関係） 

こまえ応援寄附金申出書 
受付番号：       

 ７ 年 12 月 ** 日 

狛 江 市 長  宛て 

            ※黒太枠欄は、必須記入項目です。 

郵便番号 〒20ｘ-ｘｘｘｘ 

 住所（個人）又は 

所在地（団体） 

東京都○○市 

和泉本町１-１-５ 

（ふりがな） こまえ    こまたろう 

氏名（個人）又は 

団体名及び代表者名（団体） 
狛江 こま太郎 

電話番号 03-1234-5678 

FAX  

メールアドレス  

※FAX及びメールアドレス欄への記入は、任意です。 

 
 こまえ応援寄附金の取扱いに関する規程第３条第２項の規定により、次のとおり寄附をし

たいので、申し出ます。 

１.寄附金額  10,000 円  (払込予定日： ７ 年 12 月 ** 日 ) 

 

２.寄附金の入金方法  次のいずれか１つに○を付けてください。 

○ 納付書による納付（振込手数料は、狛江市が負担します。） 

 狛江市指定銀行口座に振込（振込手数料は、申出者の負担となります。） 

 郵送（現金書留郵送料は、申出者の負担となります。） 

 窓口への持参 

 クレジットカード等電子決済による納付（インターネットからの申込みとなります。） 

 

３.寄附者の氏名を広報紙に掲載して公表する予定です。 

広報紙への掲載を御希望されますか。次のいずれか１つに○を付けてください。 

○ 希望する  匿名で希望する  希望しない 

 

４.寄附者には、お礼状又は感謝状を送付しております。 

お礼状又は感謝状の送付を御希望されますか。次のいずれか１つに○を付けてください。 

○ 希望する  希望しない 

 

５.市外在住で 5,000円以上の寄附者には、返礼品を贈呈しております。次のいずれか１つに

○を付け、御希望される場合、希望返礼品を御記入ください。 

○ 希望する       

上）                 ） 

○ 希望しない 

 

 
 

○ 返礼品を希望する場合、送付に必要となる個人情報を店舗等と共有することに同意します。 

 

↓にチェックが 

 必要です。 

記 入 例 

税金の控除を受けることができるのは 

実際に寄附をされた方のみとなります。 

実際に寄附された方は、こちらに記載のお名前

等で判断いたしますので、ご注意ください。 

 

寄附される予定の金額をご記入ください。 

【返礼品贈呈を希望される場合】 

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」及び「楽天ふるさと

納税」の狛江市専用ページ（狛江市ホームページにリンクあ

り）で紹介されている返礼品の中から、いずれか１つをお選び

ください。 

返礼品は、狛江市口座へ着金後１カ月前後を目安に発送いた

します。ただし、返礼品には内容によって期間を限定して発送

するものがありますので、あらかじめご確認ください。 

 連絡のつく電話番号を必ずご記入 

ください(固定電話でも携帯電話も可) 

 



６.寄附金の使いみち 次の各項目のいずれか１つに○を付けてください。 

 １．東京で一番犯罪の少ない、安心して暮らせる安全なまちづくり 

狛江市では、犯罪の少ない安心して暮らせる安全なまちづくりを推進しています。特殊詐欺の撲滅や刑法犯認知件数の

より一層の削減に向けて、防犯カメラの増設や住宅等防犯対策補助金の創設、防犯協会による青色防犯パトロール等の

防犯対策に活用します。 

 ２．応援しよう！狛江の商業振興と事業者支援 

 狛江市商業振興プラン 2025の基本理念「未来につなぐ活気とにぎわい 愛着と誇りのあるまち こまえ」に基づき、日

常生活の利便性や快適性の向上につながる商業振興と事業者支援に取組んでいます。市内消費の拡大や事業者の安定的な

経営支援、狛江らしい創業支援やチャレンジを応援する仕組みと環境づくりに活用します。 

 ３．絵手紙文化を 100年残す 

 狛江市は、名誉市民で絵手紙創始者の小池邦夫氏とともに絵手紙あふれるまちづくりに取組み、今では絵手紙の愛好家

が全国にいらっしゃいます。「絵手紙発祥の地－狛江」として、小池邦夫氏が残した「絵手紙文化を 100 年残す」の想い

をつなぐため、展示会や絵手紙の更なる普及に取組みます。 

 ４．要配慮者 TKB改善プロジェクト 

 高齢者、障がい者、難病のある方、乳幼児、妊産婦など避難生活で配慮を要する方の健康を守るためには、①T（ﾄｲﾚ）：

清潔で安全に使えるトイレ、②K（ｷｯﾁﾝ）：温かく栄養があり、アレルギーにも配慮された食事、③B（ﾍﾞｯﾄﾞ）：睡眠が確保

され、感染症を防止し、安全に寝起きできる寝具の確保の充実が急務です。TKBの改善に向けた備蓄品の整備に活用します。 

 ５．みんなで支える子育て支援 

 狛江市では、「ゆるくつながり、子ども・若者とともに生きるまち・狛江」を基本理念に地域が一体となって安心して子育てができ、

子ども・若者が成長できる環境の整備を進めています。子どもの孤食を減らし、親子の地域の居場所となる子ども食堂や子ども・若者

が気軽に立ち寄れる地域の居場所（サードプレイス）など、地域の子育て支援活動団体とともに進める子育て環境づくりに活用します。 

 ６．感じよう。伝えよう。多摩川で過ごす“狛江時間” 

 令和６年３月に「狛江市かわまちづくり計画」を策定いたしました。 

「かわ」と「まち」の地域資源を効果的に融合・活用することで、多摩川やその周辺で過ごす“狛江時間”の中で感じる

やすらぎや居心地の良さ、楽しさといった魅力を高めていきます。 

 ７．あなたの移動を、もっとスマートに 持続可能な交通社会へ 

 現在、バス運転士の労働環境改善や加速する運転士不足により、狛江市でも路線バスの減便・廃便が発生しています。

地域限定型の無人自動運転移動サービスを実現するため、令和６年度には自動運転バスの実証運行を行いました。運転手

不足の対策として、次世代交通の実現に活用します。 

 ８．みんなでつくろう！ここにしかない時間・空間・仲間 

 新しい市民センターには、中学生・高校生が気軽に集える「ティーンズルーム」を設置します。ここは勉強や交流の場

としてだけでなく、中高生が主体となってイベントを企画・実施したり、自由な発想を形にできる空間を目指しています。

より魅力的な環境を整えるため、備品の充実や活動支援に活用します。 

 ９．「音楽の街－狛江」子どもたちが楽器を楽しめますように！ 

 狛江市教育委員会では、コミュニティ・スクール設置により、地域との連携・協働が組織的・継続的に確立された学校

運営を目指しています。「音楽の街－狛江」にふさわしい教育活動を展開することも、その取組の一つです。一貫した情

操教育を目指した小中学校におけるブラスバント等の楽器整備に活用します。 

○ 
10．その他（具体的に御記入ください。）※希望された使いみちに該当がない場合は、上記項目のいずれかに充当させていただきます。 

障がい者福祉施策の充実 

 11．使いみちの指定なし 

 

７．自由記入欄 

 

 
※ こまえ応援寄附金の受付、入金に係る確認・連絡、受領証明書に係る事務、寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付及び返礼品の

送付を行うため、本申出書の提出をもって、狛江市が必要な個人情報（住所、氏名、連絡先、寄附内容）を、狛江市と寄附金の手続きに

係る契約を締結している事業者及び返礼品生産者に提供することに同意したものとみなします。 

上記以外に、具体的な使途を希望される 

場合はこの欄に御記入ください。 

 


